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報告書の利用についての注意・免責事項 

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）リヤド事務所が現地会計事務所

International Accountants に作成委託し、2025年 3月に入手した情報に基づくものであ

り、その後の法律改正などによって変わる場合があります。掲載した情報・コメントは作成

委託先の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するも

のではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助

言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。本報告書にて

ご提供する情報に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助

言を別途お求めください。 

ジェトロおよび International Accountants は、本報告書の記載内容に関して生じた直接

的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、

それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわ

らず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロおよび International 

Accountants が係る損害の可能性を知らされていても同様とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

本報告書に係る問い合わせ先： 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

ジェトロ・リヤド事務所 

E-mail : SAR@jetro.go.jp 

 

海外ビジネスサポートセンター ビジネス展開課  

E-mail : SCC@jetro.go.jp 
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サウジアラビアにおける就労査証および関連事項 

規制要件と手続き 

 

１． 査証の種類と詳細 

サウジアラビアにおける査証の種類は、大きく以下のように分類される。 

・就労査証 

・ビジネス査証 

・投資ビジネス査証 

・家族滞在査証 

・訪問査証（観光、ハッジ、ウムラ（メッカ巡礼）等）） 

 

上記ビザの簡単な説明を以下に示す。 

 

1.1 就労査証 

サウジアラビアで就労するために発給される査証。就労査証には三つの種類があ

る。 

1.1.1 長期就労査証 

3 カ月以上の長期雇用契約にて雇用するために発給される。 

1.1.2 短期就労査証 

最長 3カ月の短期就労契約にて雇用するために発給される。本査証保持者

は、労働許可証や滞在許可証の申請は必要なく、定められた期間内に限りサウ

ジアラビア国内で労働をすることができる。有効期限は発給日から 1年間。内

務省を通じて 3カ月間の延長が 1 回限り可能である。 

1.1.3 季節就労査証 

ハッジ（ヒジュラ暦第 12月に行われるメッカ巡礼）の時期に、人材・社会

開発省からの要請があった場合のみ、従業員の雇用のために発給される。 

 

1.2 ビジネス査証 

サウジアラビア国内に設立された会社や機関が、その会社や機関のビジネス関係者

の訪問を許可するために発給される。ビジネス査証ではいかなる就労もできない。 

 

1.3 投資ビジネス査証 

投資に関係するビジネス出張者のために発給される。サウジアラビア外務省のポー

タルサイトで必要項目を入力し、電子メールにて査証（e-Visa）を受領する。投資関
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連以外のビジネスを目的とする場合は原則、上記ビジネス査証（1.2）の申請が必要と

なる。 

 

1.4 家族帯同者査証 

長期就労査証（1.1.1）を保持している直系家族（配偶者と子供）に発給される。 

 

1.5 訪問査証 

観光、ハッジ、ウムラ（メッカ巡礼）等のために発給される。サウジアラビアへの

観光、ハッジ、ウムラ、サウジアラビアに居住する家族の訪問、医療、海上を含むト

ランジット、陸路通過（陸路国境を通過する旅行者のためのもので、隣国への通過を

許可する）などの目的のために発給される（※）。 

 

※国際会議出席、市場視察などを目的とする訪問時の観光ビザ利用がデファクトとし

て認められているが、商談など実質的なビジネス活動を伴う場合にはビジネス査証

の申請が必要となる。 

 

 

1.6 その他 

・外交査証…外交旅券を保持する外交官に与えられる査証。 

・使節団および組織訪問査証…外国の外交使節団および組織が受け入れを希望する 

個人を招待するために発給される。 

・教育査証…サウジアラビア国内の大学入学を希望する国外からの学生に発給され 

る。 
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２． 就労査証の発給方法 

 

2.1査証発給に関わる関連省庁 

サウジアラビアでの就労査証取得には、以下関連省庁のアカウントを作成する必要が

ある。各関連省庁が提供するサービスの概要は以下のとおりである。通常、関連省庁へ

のアカウント登録は、サウジアラビアで法人設立をするために、投資省（MISA）での

ライセンス取得と商業省に法人登録（商業登録）をした後、初代ジェネラル・マネージ

ャー（サウジアラビアにおける会社運営の権限を与えられた代表者）が任命される過程

で完了している必要がある。 

 

   ・人材・社会開発省（MHRSD） 

就労査証の発給、企業の外国人従業員採用枠の規制、登録企業から別企業への従業員

の移動手続きなどを所管。各種手続きを行うための公式ポータルサイト（QIWA 

Platform）を管轄。 

   ・社会保険庁（GOSI） 

被雇用者の社会保険登録と雇用主による社会保険料の管理を行う政府機関。 

   ・内務省（MoI） 

企業が外国人従業員を管理し、オンラインでのビザ発給を行うポータルサイト

（Muqeem Platform）を管轄。 

 

     上記関連省庁に加え、査証発給には外務省ポータルサイト、各国大使館や領事館での

手続きが必要となる。 

 

2.2 就労査証発給手順（代表者の査証） 

(1) 投資省（MISA）ポータルサイトにて就労査証発給の申請を行い、査証発行番号を取

得する。 

       https://misa.gov.sa/activities/e-services/ 

           代表者は、法人設立後初の従業員となるため、この段階では人材・社会開発省

（MHRSD）ポータルサイト（QIWA Platform）や外国人従業員の滞在資格や出入

国などを管理できるデジタルプラットフォーム（Muqeem）などのポータルサイト

のアカウントは有効化されない。そのため代表者の就労査証申請は投資省ポータル

サイトを通じて申請を行う。 

   ・必要書類：株主総会決議、代表者の旅券 

https://misa.gov.sa/activities/e-services/
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   ・所要期間：5～10 営業日 

    (2) 外務省ポータルサイトからの査証許可証 (Visa Delegations) を取得し、投資省

（MISA）で査証許可証の認証手続きを行う。 

https://visa.mofa.gov.sa/ 

   ・費用： 10.50 米ドル 

   ・所要期間：8～12 営業日 

    (3) 査証許可証を本国に送付し、サウジアラビア大使館の要件に従った必要書類ととも

に、サウジアラビア政府が指定する委任代理機関を通じてサウジアラビア大使館に提

出する。（詳細は 2.4に記載） 

   

2.3 就労査証発給（代表者以外の従業員） 

（1）必要書類 

  ・会社側（サウジアラビア側で準備）…認証手続き済の査証許可証 

          商業登録証や社会保険庁（GOSI）証明書、ニタカート（※）証明書は必要

に応じて提出が求められる場合もある。 

       ※ニタカート・プログラム：サウジアラビア人雇用義務基準。各企業が業種

と企業規模に応じたサウジアラビア人の雇用割合（％）によって 5 段階で評

価され、その評価に基づいて、企業にインセンティブやペナルティーが付与

される。 

  ・従業員（日本側で準備）…旅券、健康診断書（日本の外務省認証が必要）、犯罪経歴

証明書（日本の外務省認証が必要）、認証手続き済み雇用契約書（署名

済）、就労査証申請書、学歴証明書（原本） 

 

 2.3.2．手順 

（1）人材・社会開発省（MHRSD）ポータルサイト、QIWA Platform にて就労査証

発給の申請を行い、査証発行番号を取得する。 

https://www.qiwa.sa/en 

      Qiwa Platformを通じて就労査証を発給するには、採用枠の有無（非サウジア

ラビア人従業員の採用枠があること）や内務省の口座にビザ料金の支払いに十分

な残高があることが条件となる。 

https://visa.mofa.gov.sa/
https://www.qiwa.sa/en
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   ※採用枠増加に関して：会社の事業活動、規模、サウダイゼーションへの準拠

に基づき、人材・社会開発省（MHRSD）を通じて申請する必要がある。 

   ・所要期間：4～5営業日 

   （2）外務省ポータルサイトからの査証許可証(Visa Delegations) を取得し、査証許可証

の認証手続き（MISA）を行う。 

      https://visa.mofa.gov.sa/ 

   ・費用： 10.50 米ドル 

   ・所要期間：8～12 営業日 

  （3）査証許可証の認証手続きを、法人設立地の管轄している商工会議所ポータルサイ

トにて行う。 

   https://www.chamber.sa/en/Pages/default.aspx 

    ※ウェブサイトはリヤド商工会議所のもの。 

        認証手続きは査証許可証原本を持参すれば現地商工会議所でも申請を行うこと

ができる。 

   ・費用： 35 サウジアラビア・リアル（以下「SAR」） 

  （4）雇用契約書作成と認証手続き（現地商工会議所とサウジアラビア外務省）を行

う。 

https://www.chamber.sa/en/Pages/default.aspx （商工会議所） 

 ※ウェブサイトはリヤド商工会議所のもの。 

・費用： 35 SAR 

https://www.mofa.gov.sa/en/Pages/default.aspx （外務省） 

・費用： 30 SAR 

（5）査証許可証を本国に送付し、サウジアラビア大使館の要件に従った必要書類とと

もに、委任代理機関を通じてサウジアラビア大使館に提出する。（詳細は 2.4 に

記載） 

 

 

 

https://visa.mofa.gov.sa/
https://www.chamber.sa/en/Pages/default.aspx
https://www.chamber.sa/en/Pages/default.aspx
https://www.mofa.gov.sa/en/Pages/default.aspx
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2.3.3．有効期限： 

サウジアラビア入国後 90日間有効。なお、入国後 90 日以内に就労査証を滞在許

可証（イカーマ）に変更する必要がある点に留意。 

 

2.3.4．就労査証発給費用： 2,000 SAR 

 

2.3.5．所要期間：15～30営業日 

 

2.3.6．就労査証取得のための条件 

    ・エンジニア、医師、ITスペシャリスト、管理職などの専門職には、最低限の学歴

や資格が求められる場合がある。職種によっては専門資格や学位の証明が必要な

場合もある。 

 

2.3.7．就労査証取得のための年齢制限 

・通常は 23～60 歳 

・高度専門職や特定の職種については例外が適用される場合がある。 

 

2.4 大使館（領事館）または委任代理機関での旅券への査証取得手続き 

 

2.4.1．手順 

    （1）査証発給許可証を取得した後、申請者が居住するサウジアラビア大使館（領事

館）またはサウジアラビア大使館から認可を受けた代理店を訪れ、査証取得手続

きを行う。 

    （2）必要書類（参照：2.3.1. ）に加え、1．申請書、2．証明写真、3．査証料金支払い

証明書を提出し、（該当する場合は）追加書類の提出または面接を行う。 

    （3）査証取得が承認されると、サウジアラビアへの入国が許可される。 

 

2.4.2．所要期間：15～25営業日 

 国籍や追加書類の有無等によって異なるが平均 15～25 営業日を要する。 
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３． 滞在許可証（イカーマ） 

 

就労査証を取得し、サウジアラビアに入国した後、通常は雇用主が従業員に代わっ

て、入国後 90 日以内に滞在許可証（イカーマ）発行手続きを行う。 

イカーマは外国人がサウジアラビアに居住すること（就労すること）を証明する内務

省が発行する身分証明書。また、イカーマは銀行口座の開設、携帯電話サービスの利

用、賃貸契約など日常生活にも必要。イカーマには氏名、写真、生年月日、国籍、雇用

主、10桁の識別番号が記載されている。サウジアラビアに住むすべての外国人（従業

員の扶養家族含む）はイカーマが必要となる。 

 

3.1 イカーマ取得への申請書類 

・旅券 

・健康診断書 

・サウジアラビアの商工会議所が認証した雇用契約書 

・証明写真 

 

3.2 手順 

（1）承認された病院／診療所（※）で、健康診断を受ける。 

  ※内務省ウェブサイトにて確認可能 

https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/passports/contents/!ut/p/z0/fYzBDoIwEER_xQvnrU1Du

DYkInjReBB72WykYLW2QFfj50uMZ28zb14GDLRgAr3cQOxiIL_0s8lR1Ept10ruCrXfCH2QTanLWhZV

DkeaoQHzX1pe3G2ajAZziYHtm6EdbLAz-Uz8wuq7BM7EIzr0LjHGHm1PHeE1ptEx-

YTdAp6e0QYY79XpAwva1CM!/ 

（2）医療保険に加入する。 

   ※日本の保険会社が提供している海外医療保険の付保がある場合にも、別途サウ

ジアラビアにおいても医療保険の加入が必要。 

（3）人材・社会開発省（MHRSD）ポータルサイト、QIWA Platform にて労働許可証

（Work permit/work license）に係る費用の請求書を発行し、SADAD サービス(※)

を通じて支払いを行う。（入国時に旅券に記載されるボーダー番号を使用する） 

   ※SADADサービス：政府機関などによる電子請求書発行とオンライン決済の 

システム 

https://www.qiwa.sa/en 

・労働許可証（Work permit/work license） 

  労働許可証は、サウジアラビアで働くすべての外国人従業員に必要な書類。雇用

主は従業員の労働許可証の取得、更新が義務付けられている。有効な労働許可証は

従業員のイカーマを発行または更新するためにも必要となる。 

https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/passports/contents/!ut/p/z0/fYzBDoIwEER_xQvnrU1DuDYkInjReBB72WykYLW2QFfj50uMZ28zb14GDLRgAr3cQOxiIL_0s8lR1Ept10ruCrXfCH2QTanLWhZVDkeaoQHzX1pe3G2ajAZziYHtm6EdbLAz-Uz8wuq7BM7EIzr0LjHGHm1PHeE1ptEx-YTdAp6e0QYY79XpAwva1CM!/
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/passports/contents/!ut/p/z0/fYzBDoIwEER_xQvnrU1DuDYkInjReBB72WykYLW2QFfj50uMZ28zb14GDLRgAr3cQOxiIL_0s8lR1Ept10ruCrXfCH2QTanLWhZVDkeaoQHzX1pe3G2ajAZziYHtm6EdbLAz-Uz8wuq7BM7EIzr0LjHGHm1PHeE1ptEx-YTdAp6e0QYY79XpAwva1CM!/
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/passports/contents/!ut/p/z0/fYzBDoIwEER_xQvnrU1DuDYkInjReBB72WykYLW2QFfj50uMZ28zb14GDLRgAr3cQOxiIL_0s8lR1Ept10ruCrXfCH2QTanLWhZVDkeaoQHzX1pe3G2ajAZziYHtm6EdbLAz-Uz8wuq7BM7EIzr0LjHGHm1PHeE1ptEx-YTdAp6e0QYY79XpAwva1CM!/
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/passports/contents/!ut/p/z0/fYzBDoIwEER_xQvnrU1DuDYkInjReBB72WykYLW2QFfj50uMZ28zb14GDLRgAr3cQOxiIL_0s8lR1Ept10ruCrXfCH2QTanLWhZVDkeaoQHzX1pe3G2ajAZziYHtm6EdbLAz-Uz8wuq7BM7EIzr0LjHGHm1PHeE1ptEx-YTdAp6e0QYY79XpAwva1CM!/
https://www.qiwa.sa/en
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・費用： 8,400 SAR（外国人従業員数がサウジアラビア人従業員数を下回る場合）

9,700 SAR（外国人従業員数がサウジアラビア人従業員数を上回る場合） 

労働許可証の更新期間が 1 年に満たない場合は、月数に応じて計算された料

金が適用される。 

（4）イカーマ発行手数料 650 SARを支払う。 

（5）アブシャビジネス（Absher Business）またはムキーム（Muqeem）を通じてイカ

ーマを発行申請する。 

・アブシャビジネス（Absher Business） 

サウジアラビア政府が運営する各種サービスが利用できるデジタルプラットフォ

ーム。 

  https://www.absher.sa/portal/landing.html 

     ・ムキーム（Muqeem） 

内務省が所管する外国人従業員の滞在資格や出入国などを管理できるデジタルプ

ラットフォーム。 

  https://muqeem.sa/#/home 

 

3.3 費用 

・労働許可証費用： 8,400～9,700 SAR 

・イカーマ発行に係る手数料： 650 SAR 

 

3.4 所要期間：1～2営業日 

 

3.5 イカーマ更新手続き 

・サウジアラビア国内滞在時のみ手続きが可能（扶養帯同者に関してはサウジアラビア

国外に滞在中の延長手続きが可能） 

 

3.5.1．必要書類 

・旅券 

・医療保険加入証明書 

3.5.2．手順 

 （1）政府関連費用（イカーマ更新、労働許可証、扶養家族に係る費用など）の支払い。 

https://www.absher.sa/portal/landing.html
https://muqeem.sa/#/home
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 （2）従業員の情報（パスポートの有効期限など）更新。 

 （3）ムキーム（Muqeem）にてイカーマ更新申請書の提出。 

 

3.5.3．費用 

・イカーマ更新に係る手数料： 650 SAR（1 年間有効分） 

・労働許可証費用： 8,400～9,700 SAR 

 

3.5.4．所要期間：7営業日 

 

 

４． 家族帯同者向け査証、滞在許可証（イカーマ） 

 

4.1 査証 

4.1.1．基本要件 

 （1）有効な滞在許可証と労働許可証を保持する申請者（従業員）の配偶者と子供（18 歳

未満） 

 （2）申請者の滞在許可証（イカーマ）に記載されている職業が、家族帯同者向けのスポ

ンサーシップ（雇用主による）を許可するものであること。 

 

4.1.2．必要書類 

・旅券のコピー（有効期限が 6カ月以上のもの） 

・証明写真 

・申請用紙 

・商工会議所が認証した雇用主の承認書 

・査証発給番号の控え（査証許可証） 

・戸籍謄本 ※日本の外務省認証が必要 

・申請者の旅券と滞在許可証（イカーマ）のコピー 

・健康診断書（15 歳以上） ※日本の外務省認証が必要。 

・犯罪経歴証明書 ※日本の外務省認証が必要。 

・給与明細書など経済能力を証明するもの 

・その他 
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4.1.3．手順  

 （1）申請者のアブシャにて、査証発給番号を発給する機関であるイスティカダム事務所

（Istiqdam office）（※）への面談予約を取得する。 

   ※査証発給番号を発給機関 

 （2）必要書類を提出し、査証発行番号を取得する。 

 （3）申請書提出後 30日以内に査証許可証の認証手続きを現地商工会議所にて行う。 

 （4）査証許可証（原本）を本国に送付し、サウジアラビア大使館の要件に従った必要書

類とともに、委任代理機関を通じてサウジアラビア大使館に提出する。（詳細は

2.4 に記載） 

 

4.1.4．費用 

・家族帯同者向けのスポンサーシップ費用： 2,000 SAR 

・商工会議所認証手続き費用： 35 SAR 

 

4.1.5．所要期間：10～25営業日 

 

 

4.2 滞在許可証（イカーマ） 

4.2.1．必要書類 

・家族帯同者追加申請書 

・申請者の滞在許可証（イカーマ） 

・旅券コピー 

・査証とボーダー番号のコピー 

 

4,2,2．手順 

 （1）承認された病院／診療所で、現地の健康診断を受ける。 

 （2）申請者の医療保険に追加する。 

 （3）入国時に旅券に記載されるボーダー番号を使用し、家族帯同者費用を支払う。 

 （4）申請者のアブシャアカウントにログインする。家族帯同者の詳細を入力し、必要書

類をアップロードする。 
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4.3 滞在許可証（イカーマ）の確認方法、印刷と配送手配 

（1）申請者のアブシャアカウントにてデジタル版の確認が可能。 

 （2）ムキーム（Muqeem）にログインする。滞在許可証（イカーマ）を検索し、印刷と

配送手配を行う。通常 1週間以内に受け取り可能。 

 

 

 

５． 出入国査証の発給方法 

 

5.1 基本要件 

 ・ムキーム（Muqeem）を通じて発行する。 

 ・旅券の有効期限が 90日以上あること。 

 ・手数料の支払いや交通違反罰金などがある場合は清算を済ませること。 

 ・サウジアラビア国外にいる場合も出入国査証の延長手続きは可能。 

 

5.2 出入国査証の種類 

 5.2.1．シングル・エントリー 

  ・1回のみ使用可能。 

  ・サウジアラビアに入国した時点で失効する。 

  ・サウジアラビア国外への滞在希望期間に加え、滞在許可証の有効期限が 90日以上必

要。 

  ・指定された期日までに帰国すること。 

 

5.2.2．マルチプル・エントリー 

 ・有効期間中に複数回の出入国が可能。 

 ・サウジアラビア国外への滞在希望期間に加え、滞在許可証の有効期限が 90 日以上必

要。 

 ・有効期間は最初の渡航日からカウントされる。 
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5.3 費用 

 ・シングル・エントリー：最初の 2 カ月間は 200 SAR。それ以降は 1 カ月ごとに 100 

SAR加算される。 

 ・マルチプル・エントリー： 500 SAR /3 カ月。1 カ月延長ごとに 200SAR が加算され

る。 

 

 

 

６． プレミアム居住権 

 

6.1 種類 

1．特定技能居住権 

2．英才者居住権 

3．投資家居住権 

4．起業家居住権 

5．不動産所有居住権 

6．期間限定および無期限限のプレミアム居住権 

 

6.2 居住権取得のメリット 

1．両親、配偶者、25 歳未満の子供を含む家族と共にサウジアラビアに居住することが

可能。 

2．企業間の転職の柔軟性（配偶者および子供を含む家族帯同者にも適用される。） 

3．駐在員およびその家族帯同者に課される各種手数料の免除。 

4．出国・再入国査証なしでサウジアラビアへの出入国が可能。 

5．入国の際、サウジアラビア国民及び GCC国民専用レーンの使用が可能。 

6．親族向け訪問査証を取得する権利。 

7．投資法のガイドラインの下で事業を行うことが可能。 

8．不動産を所有し、使用することが可能。 

 

6.3 特定技能居住権 

サウジアラビア人の能力開発や知識交流に貢献できる、エグゼクティブ・リーダーシッ

プ、医療、科学、研究分野の優れた専門家を対象としている。 

 

6.3.1．メリット 

 1．永住権の取得手続きが可能（条件を満たす場合）。 
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 2．ニタカートプログラム免除。 

 

6.3.2．応募資格（研究分野） 

 （1）優先的な専門分野を持つホワイトリスト企業での雇用契約 

  （優先的専門分野やホワイトリスト企業はウェブサイトにて確認可能） 

  https://pr.gov.sa/product-details-apply-special-talent 

 （2）最低月給 1万 4,000SAR 

 （3）学士号以上 

 （4）関連分野での 3 年以上の実務経験 

 （5）雇用主からの推薦状 

 （6）関連分野で 3回以上の研究実績 

 

6.3.3．応募資格（医療および科学分野） 

 1．優先的な専門分野を持つホワイトリスト企業での雇用契約 

 2．最低月給 3万 5,000SAR 

 3．学士号以上 

 4．関連分野での 3年以上の実務経験 

 5．雇用主からの推薦状 

6.3.4．応募資格（エグゼクティブ・リーダーシップ） 

 1．第 1 レベルまたは第 2 レベルのエグゼクティブ・リーダーシップとしての雇用契約 

 2．最低月給 8万 SAR 

 3．雇用主からの推薦状 

 

6.3.5．居住可能期間 

 ・5 年間の有期居住権。条件を満たす場合、1期間の更新が可能。 

 ・応募資格を継続的に順守し、5 年の間に連続または非連続 30カ月間居住した場合、

永住権の取得手続きが可能。 

 

6.3.6．手数料： 4,000 SAR 

 

6.4 英才者居住権 

スポーツ、文化、芸術分野における才能保持者を対象としている。 

 

6.4.1．メリット 

 1．永住権の取得手続きが可能（条件を満たす場合）。 

 2．ニタカートプログラム免除。 

 

https://pr.gov.sa/product-details-apply-special-talent


   

14 

Copyright © 2025 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 

6.4.2．応募資格（第 1 カテゴリー） 

 1．特定の特別賞の受賞またはノミネートの経験 

 2．サウジアラビアでの生活費を負担できる最低限の経済力 

 3．分野に基づき文化省またはスポーツ省からの推薦 

 

6.4.3．応募資格（第 2 カテゴリー） 

 （1）文化省またはスポーツ省によって承認された最低限の応募資格基準を満たすこと 

 （2）サウジアラビアでの生活費を負担できる最低限の経済力 

 （3）分野に基づき文化省またはスポーツ省からの推薦 

 

6.4.4．居住可能期間 

 ・5 年間の有期居住権。応募資格を継続的に順守し、5年の間に連続または非連続 30 カ

月間居住した場合、更新手続きが可能。 

 ・応募資格の継続的順守、かつ、5年の間に連続または非連続 30 カ月間居住し、文化

省またはスポーツ省から永住権の認定を受けた場合、永住権の取得手続きが可能。 

 

6.4.5．手数料： 4,000 SAR 

 

6.5 投資家居住権（サウジアラビアでの投資を検討中の投資家を対象） 

6.5.1．メリット 

 ・永住権の取得手続きが可能。 

6.5.2．応募資格 

 （1）投資ライセンスを保有していること 

 （2）申請者の最低持ち株額が 700万 SARであることを証明する投資省が発行する証明

書の提出 

 （3）有効な商業登記 

 （4）出資者の株式が記載された覚書 

6.5.3．居住可能期間（永住権の条件） 

 ・最初の 2 年間に 700万 SAR の投資 

 ・最初の 2 年間で 10 件の事業の創出 

6.5.4．手数料： 4,000 SAR 
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6.6 起業家居住権 

サウジアラビアのセクター開発を目指す起業家やイノベーターを対象としている。 

 

6.6.1．メリット 

 1．従業員 2 名を特定技能居住権取得に推薦できる。応募資格は満たす必要がない。 

 2．最初の 3 年間、ニタカートプログラム免除。 

 3．第 2 カテゴリーの申請者は永住権の取得手続きが可能。 

 

6.6.2．応募資格（第 1 カテゴリー） 

 （1）投資省から起業家ライセンスを取得していること 

 （2）認定された単体または複数の事業体から最低 SAR40万の投資を受けること 

（認定された事業体はウェブサイトにて確認可能） 

https://pr.gov.sa/product-details-entrepreneur-residency 

 （3）投資事業体からの推薦状 

 （4）申請者の出資比率が 20％以上であること 

 

6.6.3．応募資格（第 2 カテゴリー） 

 （1）投資省から起業家ライセンスを取得していること 

 （2）認定された単体または複数の事業体から最低 1,500万 SARの投資を受けること 

 （3）投資事業体からの推薦状 

 （4）起業における申請者の出資比率は 10％以上であること 

 （5）初年度に最低 10件の事業の創出、かつ 2年目にも新たな 10 件の事業の創出をす

ること 

6.6.4．居住可能期間 

 ・第 1 カテゴリー：5年間の有期居住権。応募資格を継続的に順守し、5 年の間に 30カ

月間居住した場合、更新手続きが可能。 

 ・第 2 カテゴリー（永住権の条件）：初年度に最低 10件の事業の創出、かつ 2年目に

も新たな 10件の事業の創出をした場合、永住権の取得手続きが可能。 

 

6.6.5．手数料： 4,000 SAR 

 

6.7 不動産所有居住権 

サウジアラビアの不動産所有者を対象としている。 

6.7.1．応募資格 

https://pr.gov.sa/product-details-entrepreneur-residency
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 （1）サウジアラビア国内に最低 SAR400万相当の不動産資産を所有権または用益権を

有していること 

 （2）不動産に抵当権がないこと 

 （3）不動産は住宅用であること 

 （4）不動産は開発済みのものであり、未開発または未改良の土地でないこと 

 （5）不動産資産はサウジアラビア公認評価機関「Taqeem」内の公認評価人によって評

価されていること 

 

6.7.2．居住可能期間 

 ・不動産の所有権または用益権の期間と同等 

 

6.7.3．手数料： 4,000 SAR 

 

6.8 期間限定および無期限限のプレミアム居住権 

サウジアラビアでの永住権または年間居住権の希望者を対象としている。 

 

6.8.1．応募資格 

 （1）申請者の財政能力証明書類を提出すること 

6.8.2．居住可能期間 

 ・期間限定プレミアム居住権：1 年以上 5 年以下の有期居住権 

 ・無期限限のプレミアム居住権：永住権 

6.8.3．手数料 

 ・期間限定プレミアム居住権： 10万 SAR /年 

 ・無期限限のプレミアム居住権： 80 万 SAR 
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７． 査証や滞在許可証（イカーマ）に関する罰則 

 

7.1 内務省関連ウェブページ 

https://www.moi.gov.sa/wps/portal/!ut/p/z0/fY49D4IwFEX_ShfmFiUkjAx-oCYmOohdXhqt-

JS2YAvqv7eURDe3d989uTmU05JyLXqshEOjRe3zkafAiiRZxslkvZ3mM5an8022y1hcxIzupaYryv9DfgVvbctzyk9GO_lytF

QGyRmfQkdsOK9GSRJK7SI2pIg9ZNXVwSRi2AoliH1bJxXp0Yx_S4A00os6lDYMQQBhBOEHwheDs7yIrnbgzZv74vABX

Vvrjg!!/ 

 

  7.2 各種違反および罰則 

1 正当な理由がない、イカーマの有効期限が

切れる 3 日前までの更新無申告 

申請者は 2倍のイカーマ料金を支払う必要

がある。 

2 サウジラビア滞在中、イカーマ提示を求め

られた場合に所持を証明できない場合 

【罰金】1 回目： 1,000 SAR、2回目： 

2,000 SAR、3 回目： 3,000 SAR 

3 出入国査証の有効期限前の取り消しまたは

更新の無申告 

【罰金】1 回目： 1,000 SAR、2回目： 

2,000 SAR、3 回目： 3,000 SAR 

4 旅券またはイカーマ紛失の 24 時間以内の

無申告 

【罰金】1 回目： 1,000 SAR、2回目： 

2,000 SAR、3 回目： 3,000 SAR 

5 家族帯同者による就労 【罰金】1 回目： 1,000 SAR、2回目： 

2,000 SAR、3 回目： 3,000 SAR（罰金と共

に、内務省への通告およびイカーマ解除と

国外退去の指示。） 

6 査証期限切れによるオーバーステイ ・拘留、罰金、国外退去などの法定刑に処

される。 

・法定の罰金徴収後、強制送還を行う。 

・居住者が違反者をかくまった場合、内務

省への通告および居住者に対してイカーマ

解除と強制送還の指示。 

7 訪問査証にて入国した者の雇用 ・査証が有効である場合、強制送還。 

・査証が失効している場合、法定手続きを

経て強制送還。 

・雇用主は法定措置に従い罰金を科され

る。 

・雇用主が外国人である場合、法定手続き

を経て強制送還を検討するため当局に報告

される。 

8 偽造イカーマや査証の取得または取得を手

助け。偽造や不正行為に基づき、雇用を得

るまたは雇用を得る手助け。 

・違反者が外国人の場合、罰金 1 万 SARも

しくは 3 カ月の禁固刑、またはその両方が

科される。 

https://www.moi.gov.sa/wps/portal/!ut/p/z0/fY49D4IwFEX_ShfmFiUkjAx-oCYmOohdXhqt-JS2YAvqv7eURDe3d989uTmU05JyLXqshEOjRe3zkafAiiRZxslkvZ3mM5an8022y1hcxIzupaYryv9DfgVvbctzyk9GO_lytFQGyRmfQkdsOK9GSRJK7SI2pIg9ZNXVwSRi2AoliH1bJxXp0Yx_S4A00os6lDYMQQBhBOEHwheDs7yIrnbgzZv74vABXVvrjg!!/
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/!ut/p/z0/fY49D4IwFEX_ShfmFiUkjAx-oCYmOohdXhqt-JS2YAvqv7eURDe3d989uTmU05JyLXqshEOjRe3zkafAiiRZxslkvZ3mM5an8022y1hcxIzupaYryv9DfgVvbctzyk9GO_lytFQGyRmfQkdsOK9GSRJK7SI2pIg9ZNXVwSRi2AoliH1bJxXp0Yx_S4A00os6lDYMQQBhBOEHwheDs7yIrnbgzZv74vABXVvrjg!!/
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/!ut/p/z0/fY49D4IwFEX_ShfmFiUkjAx-oCYmOohdXhqt-JS2YAvqv7eURDe3d989uTmU05JyLXqshEOjRe3zkafAiiRZxslkvZ3mM5an8022y1hcxIzupaYryv9DfgVvbctzyk9GO_lytFQGyRmfQkdsOK9GSRJK7SI2pIg9ZNXVwSRi2AoliH1bJxXp0Yx_S4A00os6lDYMQQBhBOEHwheDs7yIrnbgzZv74vABXVvrjg!!/
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/!ut/p/z0/fY49D4IwFEX_ShfmFiUkjAx-oCYmOohdXhqt-JS2YAvqv7eURDe3d989uTmU05JyLXqshEOjRe3zkafAiiRZxslkvZ3mM5an8022y1hcxIzupaYryv9DfgVvbctzyk9GO_lytFQGyRmfQkdsOK9GSRJK7SI2pIg9ZNXVwSRi2AoliH1bJxXp0Yx_S4A00os6lDYMQQBhBOEHwheDs7yIrnbgzZv74vABXVvrjg!!/
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・違反者がサウジアラビア人の場合、1 回

目： 1 万 SARの罰金。2回目： 1万 5,000 

SARの罰金および 1カ月の禁固刑。3回

目： 1 万 5,000 SARの罰金および 3カ月の

禁固刑。 

・これらの罰則は、違反者、共謀者、貢献

者に適用される。 

・支払われた金銭はいかなる場合も没収さ

れる。 

・罰金は、関与した人数および違反行為に

応じて倍増される。 

9 イカーマやあらゆる種類の査証取得のため

に、サウジアラビア国内外にてサウジアラ

ビア当局に虚偽の書類を提出。 

第 8 項罰則参照。 

10 外国渡航文書やイカーマの偽造、変更 およ

びそれらの流通 

第 8 項罰則参照。 

11 入国査証の取引 第 8 項罰則参照。 

12 ハッジやウムラ後の不法滞在者をかくま

う、または不法滞在の幇助 

・違反者が外国人の場合、罰金 1 万 SARも

しくは 1 カ月の禁固刑、またはその両方が

科される。イカーマ解除と強制送還の指

示。 

・違反者がサウジアラビア人の場合、1 回

目： 1 万 SARの罰金および最低 2 週間の禁

固刑。2回目： 2 万 SARの罰金および 1カ

月の禁固刑。3 回目： 3万 SARの罰金およ

び 3 カ月の禁固刑。 

・罰金は、関与した人数に応じて倍増され

る。 

・サウジアラビア人が罰金を支払うことが

できない場合、1～6カ月の禁固刑。 

・違反者の罰則を判決内容と共に地元の新

聞に掲載する。 

・不法滞在者に住居を貸した場合、賃借人

は違反者とみなされる。違反が繰り返され

た場合、その住宅は 1 回目：6 カ月間、2 回

目：1 年間、3回目：2 年間閉鎖される。 
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・サウジアラビア人の違反者の年齢と健康

状態は証明書類によって禁固期間について

考慮される。 

13 就労査証以外で入国した不法滞在者の雇用 ・違反者が外国人の場合、罰金 1 万 SARも

しくは 1 カ月の禁固刑、またはその両方が

科される。強制送還の指示が出される。 

・違反者がサウジアラビア人の場合、1 回

目： 1 万 SARの罰金。2回目： 2万 SAR

の罰金および 1カ月の禁固刑。3回目： 3 万

SARの罰金および 3カ月の禁固刑。 

・罰金は、関与した人数に応じて倍増され

る。 

・不法滞在者は、雇用主の費用負担で強制

送還される。 

・違反者は 1 回目：1年間、2 回目：2年

間、3 回目：3年間、駐在員採用権利を剥奪

される。 

・サウジアラビア人が罰金を支払うことが

できない場合、1～3カ月の禁固刑。 

・違反者の罰則を判決内容と共に地元の新

聞に掲載する。 

・罰則を科す前に、不法滞在者の入国に責

任のある事業所の不法雇用との関連性を調

査する。 

14 逃亡した従業員に関して、規制する指示に

従わず、雇用主による無申告 

【罰金】1 回目： 5,000 SAR、2回目： 1 万

SAR、3 回目： 3,000 SAR および 1カ月の

禁固刑 

・罰金は、無申告の逃亡従業員の数に応じ

て倍増される。 

・逃亡した従業員は、雇用主の費用負担で

強制送還される。雇用主がいない場合は自

己負担で強制送還される。 

・違反者は 1 回目：1年間、2 回目：2年

間、3 回目：3年間、駐在員採用権利を剥奪

される。 

・事業所の状況を調査するため、管理届出

の写しを巡視指揮所に送付する。 
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15 雇用主以外の別途就労先保持 ・イカーマ解除と強制送還の指示 

16 他の事業所のために採用した従業員の雇用 ・違反者が外国人の場合、罰金 5,000SAR

もしくは 1カ月の禁固刑、またはその両方

が科される。強制送還の指示が出される。 

・違反者がサウジアラビア人の場合、1 回

目： 5,000 SAR の罰金。2 回目： 1万 SAR

の罰金もしくは 1 カ月の禁固刑、またはそ

の両方が科される。3回目： 2 万 SARの罰

金もしくは 3 カ月の禁固刑、またはその両

方が科される。 

・雇用主が各規制に従った申告をせずに、

従業員を第三者の下で働かせた場合、違反

番号（20）（a-b-c-d）の罰則に加え、事業

所の状況を調査するため、管理届出の写し

を巡視指揮所に送付する。 

・罰金は、関与した人数に応じて倍増され

る。 

・雇用主の費用負担で強制送還される。雇

用主がいない場合は自己負担で強制送還さ

れる。 

・違反者は 1 回目：1年間、2 回目：2年

間、3 回目：3年間、駐在員採用権利を剥奪

される。 

17 雇用の実態がない従業員のスポンサーシッ

プ 

【罰金】1 回目： 5,000 SARの罰金および

1 カ月の禁固刑。2回目：2 万 SARの罰金お

よび 2カ月の禁固刑。3回目： 5万 SAR の

罰金および 3 カ月の禁固刑。 

・罰金は、関与した人数に応じて倍増され

る。 

・従業員は自己負担で強制送還される。 

・違反者は 1 回目：1年間、2 回目：2年

間、3 回目：3年間、駐在員採用権利を剥奪

される。 

・事業所の状況を調査するため、管理届出

の写しを巡視指揮所に送付する。 
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18 潜入者の雇用や便宜を図ること、または、

かくまい 

・違反者が外国人の場合、罰金 1 万 SARお

よび 1カ月の禁固刑。強制送還の指示。 

・違反者がサウジアラビア人の場合、1 回

目： 1 万 SARの罰金および 2 週間の禁固

刑。2 回目： 2万 SAR の罰金および 1 カ月

の禁固刑。3回目： 5 万 SARの罰金および

3 カ月の禁固刑。 

・罰金は、関与した人数に応じて倍増され

る。 

・潜入者は雇用主や便宜を図った者または

かくまった者の負担で強制送還される。 

・違反者は 1 回目：1年間、2 回目：2年

間、3 回目：3年間、駐在員採用権利を剥奪

される。さらに、商業省または地方自治体

に報告し、商業登録または免許を抹消す

る。 

・違反者の罰則を判決内容と共に地元の新

聞に掲載する。 

・違反が事業所によって行われた場合、事

業所の状況を調査するため、管理届出の写

しを巡視指揮所に送付する。 

19 スポンサーシップ移管当局の承認なしで、

新しい雇用先のもとでの就労 

（就労許可証には移管前の雇用主の氏名が

記載されている場合） 

・違反者は雇用主の負担で強制送還され、

強制送還の日から 2年間サウジアラビアへ

入国する権利を剥奪される。 

・上記の入国禁止期間中に違反者が入国で

きないよう、渡航書類のコピーを外務省に

提出する。 

 

20 雇用主（スポンサー）からの逃亡従業員に

関する虚偽の届出 

【罰金】5,000 SAR の罰金 

・事業所の状況を調査するため、ライセン

ス発行当局に書面による通知を提出する必

要がある。 

21 逃亡した従業員のかくまい ・逃亡者への罰金は 2,000 SARまたは 2 週

間の禁固刑。イカーマは解除される。 

・違反者へは、1回目： 2,000 SAR の罰金

または 2 週間の禁固刑。2 回目： 3,000 

SARの罰金または 6週間の禁固刑。 

・逃亡者はかくまった者の負担で強制送還

される。 
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22 治安当局または雇用主に捕らえられた逃亡

従業員 

・逃亡従業員は強制送還の手続きが完了す

るまで逮捕される。 

・逃亡従業員はその者をかくまったり、 

雇用したいた者の負担で強制送還される。

雇用主がいない場合は自己負担で強制送還

される。 

雇用主は、通告の期間が 3 カ月を超える場

合には、強制送還の義務を負わない。その

場合は国の費用で強制送還される。 

23 理由がない外国人労働者の離職または 2日

間の欠勤の未報告 

【罰金】1 回目： 1,000 SAR、2回目： 

2,000 SAR、3 回目： 3,000 SAR 

・労働者が第三者のためまたは自己のため

に働いていることが確認され、逃亡が疑わ

れる場合、雇用主のステータスを調査し、

他の労働者の状況および所在地を確認す

る。 

24 労働許可証を持たない外国人の雇用 【罰金】1,000 SAR 

・罰金は、関与した人数に応じて倍増され

る。 
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（付録１）関連ウェブサイト 

 関連省庁当局／ポータル URL 

1 人材・社会開発省 

（MHRSD、QIWA Platform） 

https://www.qiwa.sa/en 

 

2 社会保険庁（GOSI） https://www.gosi.gov.sa/ 

 

3 内務省（MoI、Muqeem Platform） https://muqeem.sa/#/home 

 

4 外務省ポータルサイト https://www.mofa.gov.sa/en/Pages/default.aspx 

 

5 投資省（MISA）ポータルサイト https://misa.gov.sa/ 

 

6 リヤド商工会議所ポータルサイト https://www.chamber.sa/en/Pages/default.aspx 

 

7 アブシャビジネス 

（Absher Business） 

https://www.absher.sa/portal/landing.html 

 

8 プレミアム居住権 https://pr.gov.sa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.qiwa.sa/en
https://www.gosi.gov.sa/
https://muqeem.sa/#/home
https://www.mofa.gov.sa/en/Pages/default.aspx
https://misa.gov.sa/
https://www.chamber.sa/en/Pages/default.aspx
https://www.absher.sa/portal/landing.html
https://pr.gov.sa/
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1．人材・社会開発省（MHRSD、QIWA Platform）（2025年 3 月時点） 

 

 

出所：人材・社会開発省（MHRSD、QIWA Platform） 
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出所：人材・社会開発省（MHRSD、QIWA Platform） 



   

26 

Copyright © 2025 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 

 

 

出所：人材・社会開発省（MHRSD、QIWA Platform） 
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2．社会保険庁（GOSI）（2025 年 3月時点） 

 

 

出所：社会保険庁（GOSI） 
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3．内務省（MoI、Muqeem Platform）（2025 年 3 月時点） 

 

 

 

出所：内務省（MoI、Muqeem Platform） 
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出所：内務省（MoI、Muqeem Platform） 
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出所：内務省（MoI、Muqeem Platform） 
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出所：内務省（MoI、Muqeem Platform） 
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出所：内務省（MoI、Muqeem Platform） 
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4．外務省ポータルサイト（2025 年 3月時点） 

（査証許可証(Visa Delegations) の取得） 

 

 

出所：外務省ポータルサイト 
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出所：外務省ポータルサイト 
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出所：外務省ポータルサイト 
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（認証手続き） 

 

 

 

出所：外務省ポータルサイト 
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出所：外務省ポータルサイト 
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出所：外務省ポータルサイト 
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出所：外務省ポータルサイト 
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出所：外務省ポータルサイト 
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出所：外務省ポータルサイト 
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出所：外務省ポータルサイト 
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5．投資省（MISA）ポータルサイト（2025年 3 月時点） 

 

 

 

出所：投資省（MISA）ポータルサイト 
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出所：投資省（MISA）ポータルサイト 
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出所：投資省（MISA）ポータルサイト 
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出所：投資省（MISA）ポータルサイト 
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6．リヤド商工会議所ポータルサイト（2025年 3 月時点） 

 

 

 

出所：リヤド商工会議所ポータルサイト 
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出所：リヤド商工会議所ポータルサイト 
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7．アブシャビジネス（Absher Business）（2025年 3 月時点） 

 

 

 

出所：アブシャビジネス（Absher Business） 
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出所：アブシャビジネス（Absher Business） 
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8．プレミアム居住権（2025 年 3 月時点） 

 

 

 

出所：プレミアム・レジデンシィ（Saudi Premium Residency） 
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（付録２）サウジアラビア国民に限定された業種と職種（サウダイゼーション） 

サウジアラビアの労働法では、人材・社会開発相が非サウジアラビア人の就労を禁止する職

業・職種に関して裁定を下すことができる。禁止職業・職種は下記参照のこと。 

【非サウジアラビア人の就労を禁止する職業・職種】 

シニア人事マネージャー、人事部長、労務部長、人事スペシャリスト、人事事務員、採用事

務員、勤退事務員、受付事務員、ホテル受付係、患者受付事務員、苦情受付係、会計係、民間

警備員、エクスペディター（政府関係担当者）、鍵屋、通関ブローカーなど。 

 上記に加え、サウダイゼーション政策の下、医療、エンジニアリング、会計など、国際標準

産業分類（ISIC コード）に従いサウダイゼーション基準を規定・実施している。各職業・職種

に適用されるサウダイゼーション基準は、人材・社会開発省が公式通知を通じて適宜発表して

いる。同省が発行した各種通知リストは下記参照。 

【サウダイゼーション基準通知リスト】※アラビア語のみ 

 

これらのサウダイゼーションに関する裁定は、以下のウェブサイトで確認することができる。 

https://www.hrsd.gov.sa/en/knowledge-centre/decisions-and-regulations/ministerial-decisions 

https://www.hrsd.gov.sa/en/knowledge-centre/decisions-and-regulations/ministerial-decisions

